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新たな制度全体の概要と現行制度との比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街づくりプロジェクト 

 

まちの将来像（ビジョン）の実現 

まちの将来像（ビジョン）の作成 

ビジョン検討の準備・検討組織の発足 

ビジョンの検討 

ビジョン案の完成 

ビジョン案を市へ提案 

ビジョン案を尊重しビジョン原案を作成 

ビジョン原案を地区住民等へ公表 

ビジョンを策定 ⇒ マスタープランへ位置づけ 

整備事業等を伴う取組み 

・公園の管理や道路拡幅整備

など、公共空間の管理や整

備等が必要な取組み 

自主的に実践する取組み 

・これまで実施してきた活動

の継続など、住民や団体が

自主的に実践する取組み 

凡例 市民・団体が行うこと 市が行うこと 

ビ
ジ
ョ
ン
の
見
直
し
・
進
化 

街づくりプロジェクトの発案・仲間づくり 
 

街づくりプロジェクトの企画完成 

街づくりプロジェクトの実施 

街づくりプロジェクトの発展・拡大 

検討組織の認定 

企画の認定 

市が継続的に支援 

＊街づくりプロジェクトとして支
援 

 

市と協働で実施 

＊地区街づくりプランの検討に

類似した支援 

※プロジェクトの実施がきっかけとなり、まちの将来像（ビジョン）づくりへと発展 

※ビジョンに記載した内容を実現するために、個々の取組みを実施する 

街づくりプロジェクト 

〇市民が自由な発想で、まちを良くす

るために実践する市民主体の活動の

中で、地域資源を活かしながら「地

区」や「まち」を「つかう」「なおす」

「たもつ」「つくる」「みせる」という

行為や活動 

まちの将来像（ビジョン） 

〇地区の住民や地区内で活動する団

体等が集まり、地区でやりたいこと

やり続けたいことなどを整理しな

がら、実現したい将来の姿として、

とりまとめた緩やかなもの 

〇支援する活動の対象が広くなる 

・「環境保全又は市街地整備にかかる特定のテーマ」⇒

「地域資源を活かしながら「地区」や「まち」を「つ

かう」「なおす」「たもつ」「つくる」「みせる」とい

う行為や活動」 

〇活動団体の登録⇒活動（プロジェクト）の支援 

＊新制度では、活動団体が行うプロジェクトの内容の

支援に重きを置く。団体規約の提出を求めないな

ど、活動の負担を軽くする。 

新制度と現行制度との違い 

特定のテーマについて賛同して集まった団体 

まちづくり 

市民活動 

さまざまな自主的な活動 
・調査・研究、実践活動 
・街づくりに関する市民交流 
・ 

活動成果の公表 

・活動の範囲が市内を中心としていること 
・団体の構成員が市民を主体としていること 

・市民の自発的参加の機会が保証されていること 

・活動の内容が市の施策等に整合していること 

・団体の代表者の定めがあること 

新たな制度の概要 現行制度で新たな制度に対応する内容 

・環境保全又は市街地整備にかかる特定のテーマに賛同

する者が集まって行う研究又は実践活動 

※地区街づくりプランへ発展 

団体の登録 

「地区街づくり団体」の発足 

「地区街づくりプラン案（方針）」作成 
地区住民等の合意形成 

「地区街づくりプラン案（方針）」完成 

「プラン案（方針）」を市へ提案 

地区街づくり 
プラン（方針） 

地区街づくり：地区住民等の多数の合意のもとに行う、

身近な区域における環境保全又は市街地整備の

ための計画作成または実践活動 

プラン案を尊重しプラン原案を作成 

プラン原案を地区住民等へ公表 

「地区街づくりプラン案（方針）」策定  

地区街づくり団体 

・地区街づくりを推進するため、

地区住民等によって組織され

た団体 

地区街づくりプラン 

・地区計画等の地区のルールの確

立を目標として、地区街づくり

の区域・目標・方針・計画を定

めるもの 

合意形成 

・地区街づくりプラン案（方針）

の合意には、区域内の地区住民

等の過半数の合意が必要。（条例

施行規則第４条第１項第１号） 

〇ルール作りに限らず、多様なまちの将来像の作成

が可能 

・まちの将来像（ビジョン）は、ルールづくりを目的

としたものに限らず、地区でやりたいことやり続け

たいことなどを整理しながら、実現したい将来の姿

として、とりまとめた緩やかなもの。 

〇プロセス重視の合意形成 

・市民がつくるビジョン案の合意形成は、市民で行う

ことを基本とする。策定に必要な合意の数値は条例

に明記しない。 

・市がマスタープランへ位置づけるビジョンは、地区

住民等へ公表し、街づくり審査会の議を経て決定す

る。 

〇マスタープランに位置づけられる 

・市が策定するビジョンがマスタープランに位置づけ

られる。 

地区街づくりプラン（計画） 

「地区街づくりプラン案（方針・計画）」作成 
地区住民等の合意形成 

「地区街づくりプラン案（方針・計画）」完成 

「プラン案（方針・計画）」を市へ提案 

プラン案を尊重しプラン原案を作成 

プラン原案を地区住民等へ公表 

「地区街づくりプラン案」策定  

合意形成 

・地区街づくりプラン案（計画）

の合意には、区域内の地区住民

等の３分の２以上の合意が必要。

（条例施行規則第４条第１項第 2

号） 

〇ビジョン実現に向けた多様な取組みに対して支

援が行われる 

・ルール作りだけでなくまちを良くする活動に対して

も支援をしていくことで、まちの将来像で描く「地

区でやりたいこと」を実現していく。 

 

〇市と協働で行う合意形成 

・具体的な規制誘導を定める際の合意形成は、市民で

行うことを基本としつつ、必要に応じて市が支援し

ながら行う。そのため、策定に必要な合意の数値は

条例に明記しない。 

＊まちづくり市民活動の支援に相当 

＊地区街づくりプラン（方針）の作成に相当 

＊一部が地区街づくりプラン

（計画）の作成に相当 

規制誘導を伴う取組み 

・地区計画、景観形成誘導地区

の指定など、関係権利者の

合意形成必要な取組み 

市と協働で実施 

＊地区街づくりプラン（計画）の
検討として支援 
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第２回専門部会の主な意見と資料との対照 

 

 

  

■「街づくりプロジェクトの対象イメージ」 

○「空間の魅力を高める」という考え方でアプロ

ーチする市民は多くないであろう。街づくり

プロジェクトの支援対象を「空間の魅力を高

める」ことに絞り込むと、対象となるプロジェ

クトを絞り込みすぎてしまうことになるので

はないか。 

○「一定の広がりを対象にした空間」は「エリア

の魅力」等の表現でも問題ないのではないか。 

■その他 

○大学の活用と学生が行っている小さなまちづ

くりを吸い上げる仕組みを考えてほしい。 

 

■生活風景＊ 

○「町田市景観計画」における「生活風景」の概

念と街づくりプロジェクトの概念の重なり具

合が気になる。日常の活動そのものが空間の

魅力を向上する取り組みだと考えていくので

あれば、プロジェクトの内容が豊かになると

思う。 

＊生活風景 

・「町田市景観計画」による町田市の景観づくりの基本的

な方針。「市民の生活と深い関わりを持ちながら培わ

れ、人々と共に育まれてきた風景」を指す。 

・生活風景を市民との協働による景観づくりの支援制度

として、市民が、隣同士や近所で協力して行う景観づ

くりの活動を宣言し、市長がその内容を登録し市民に

広く紹介する「生活風景宣言」がある。 
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■発案～認定 

○支援の前段階となるリードタイム（やりたい

ことを考えるプロセス）も大事ではないか。 

○街づくり条例で対象とすべきものと、そうで

ないものを受け止め、適切な部署に誘導する

プロセスは重要。制度設計や職員間のやりと

りなどが大事である。 

○発案・仲間づくりの段階での、地縁系の組織と

の接触などでトラブルが起きやすい。認定前

に登録してもらい支援する等、市にコーディ

ネートしてもらえるとよい。 

■活動の認定 

○「活動」の認定となると、発案・仲間づくり段

階では具体的に何を認定するのかという疑問

が出てくる。活動計画や企画書の受理など認

定の対象を複数持つ必要があるのではない

か。 

○「団体認定」はかなり大変なことであり、認定

する側にも大きな責任が生じる。「活動認定」

は負担を減らすこともできるため、良い考え

方である。 

○「団体認定」では、いつも特定の人だけが活動

しているという偏りが生じる可能性がある。 

○この「認定」の位置だと、街づくり条例の外側

（前段）にもう一つ別の認定の仕組みをつく

らないといけないように見える。広く市民が

やりたいことを認めるという意味での「認定」

は、早めの段階であると望ましい。 

○仲間づくりを熱心に頑張る団体でないと支援

しても上手くいかない。最初から何人か引き

連れてくるような熱意があることを、最初の

ハードルとして置いてもよいのではないか。

（活動認定） 

■仲間づくり 

○発案から仲間づくりまでが一番トラブルが起

きやすいので、認定前の支援の仕組みを検討

する必要がある。 

 

■支援内容（人材・ノウハウの提供） 

・人材ノウハウ提供をお願いしたい。特に、プロジェクトからビジョンに昇華して

いく段階では、専門的知識や経験値が必要。 

■支援内容（場・機会の提供） 

○市民活動をしている団体が一同に会して、団体同士の活動情報交換の機会を提供

してもらえるといい。 

■支援内容（看板） 

○認定されるとオーソライズされて仲間を集めやすくなったり、自治会と繋がりや

すくなって良い。 

■活動資金の支援方法 

○活動資金の支援を年に４回採択するのは、回数として多いのではないか。 

○活動を支える部分のベースとなる金銭支援はほしい。それほど大きな額で

なくていい。それとは別にしっかりとした調査等を行う際には、大きめな

額が欲しい。 

○ハード整備は初期費用が大事。そこを手当てして、運営は自分たちで工夫

してもらう。メリハリのあるお金の出し方が大事。 
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■まちの将来像（ビジョン）について 

○プロジェクトを実施する方々に、ビジョンを

策定するメリットを理解してもらえなけれ

ば、ビジョンを作るモチベーションが出てこ

ない。 

○例えば、ある段階でビジョンをつくることで

継続的な支援の道が開ける、或いは仲間づく

りの支援の仕組みが付随するといったメリッ

トが考えられる。 

■マスタープランへの位置づけ 

○包括的なものにならざるを得ないマスタープ

ランと、プロジェクトベースで活動してきた

方たちの活動テーマや活動は、包括度、抽象

度、具体度が相当違うため、そこをつなげるこ

とが難しい。 

 

○市民だけではできないことこそマスタープラ

ンに位置付ける意味がある。行政で実現する

ものを「ビジョン（案）」の「取組みたい具体

的な内容」から抽出して、実現に努力するとい

う行政との役割分担も検討されることが書い

てあるとよい。 

 

○市のビジョンとしては、いろいろなテーマを

受け止めていく必要がある。同一地区の複数

のテーマをまとめる作業を市民の団体にゆだ

ねるのは難しいだろう。複数のテーマをまと

める作業プロセスや、実現に向けた整理が必

要。マスタープランに位置づけるに値するも

のにする作業は難しいところであるが、大事

なところである。 
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■ビジョン検討組織 

位置づけ（認定） 

○団体認定は難しい。エリアマネジメントや BID

などの制度では、協議会をつくる制度設計と

エリア指定するという制度設計がある。一方

で、地区協議会のような団体であれば認定し

やすいが、ハード系の取り組みは、こうした区

域よりも狭い区域になる可能性が高く、認定

されるだけの実態を持った協議会組織をつく

ることは難しい。メンバーシップは柔軟にで

きるとよい。エリア認定の方が良いのではな

いか。 

 

構成主体 

○地域内には様々な活動団体があり、様々な課

題もある。それらを総合的に目配せできる検

討組織の構成にしなくてはならない。 

○地域の課題に関わる人たちみんなが集まる場

が必要である。そのためには行政や専門機関

がコーディネートしなければいけない。プロ

ジェクトからビジョンへ移行する場合は特に

大事。 

○街づくりプロジェクトとビジョンはそれぞれ

独立性を持ちながら、ビジョンづくりをする

際は、プロジェクトのメンバーが入るなどと

し、緩やかな関わり合いにしても良い。 

○ただ、そうしてしまうと、プロジェクトを実行

する団体が、自分たちのアクションプランと

してのビジョンやプランを作る必要性がなく

なってしまうのは勿体無い。「ビジョン」は、

都市計画マスタープラン側からの行政として

期待するもので、街づくりプロジェクトを実

行する人たちにとってのアクションプランが

見えない。そこが見える様にして欲しい。 

■ビジョン案の合意形成 

○合意形成のプロセスを十分に踏めば、数値

要件は条例に書く必要はないであろう。 

■ビジョンのテンプレート 

○テンプレートは大事。計画づくりに慣れな

い市民でも検討することができる。 


